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農業委員会定例総会議事録 
 

日 時  令和８年３月１６日(月) 午後１時４０分開会 

場 所  南相馬市労働福祉会館 ２階会議室 
 
１．出席委員 
 

議席 氏   名 出欠 議席 氏   名 出欠 
１ 早瀬川 秀 一 出 １１ 井 上 純 子 出 
２ 西 山 健 司 出 １２ 杉 本 正 宏 出 
３ 横 山   仁 出 １３ 濱 田 賢 次 出 
４ 根 本 剛 実 欠 １４ 清 信 眞 一 出 
５ 桑 折 一 洋 出 １５ 今 野 秀 幸 出 
６ 水 谷   隆 出 １６ 濱 名 弘 幸 出 
７  遠 藤 一 郎 出 １７ 半 谷 眞知子 出 
８ 前 田 一 郎 出 １８  野 邦 好 出 
９ 荒   利 敬 出 １９ 今 野 由 喜 出 
１０ 鎌 田 宣 義 出  

 
２．出席農地利用最適化推進委員 
 
   小高区 長井 里志   鹿島区 櫻井 重政   原町区 佐藤 哲也 
 
３．出席職員 
 
  事務局 

①局 長 増山 善樹  ②次 長 大坪 勇彦  ③主 査 宮本 達男 
④副主査 米本 一樹   

 
農地集積課 
①主 査 遠藤 昌治  ②主 事 佐藤 丈樹 
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４．日 程 

 

日程第１ 議事録署名委員の指名について 

日程第２ 諸般の報告  

日程第３ 報告第 7号 専決処分の報告について 

日程第４ 

 

日程第５ 

 

日程第６ 

日程第７ 

日程第８ 

日程第９ 

日程第 10 

 

日程第 11 

 

日程第 12 

報告第 8号 

 

報告第 9号 

 

報告第 10 号 

報告第 11 号 

議案第 21 号 

議案第 22 号 

議案第 23 号 

 

議案第 24 号 

 

議案第 25 号 

農業経営基盤強化促進事業による所有権移転調整会議の開

催報告について 

農業経営基盤強化促進事業による所有権移転調整会議の開

催報告について 

農地法第１８条第６項の賃貸借の解約の通知について 

違反転用事案の報告について 

農用地利用集積等促進計画の決定について 

南相馬農業振興地域整備計画の変更に係る意見について 

農地法第３条の規定による許可申請に係る買受適格証明願

について 

農地法第３条の規定による所有権移転の許可申請について 

 

農地法第３条の規定による貸借権等設定の許可申請につい

て 

日程第 13 

日程第 14 

議案第 26 号 

議案第 27 号 

農地法第４条の規定による許可申請について（市許可分） 

農地法第５条の規定による許可申請の取下願出について（県

許可分） 

日程第 15 議案第 28 号 農地法第５条の規定による許可処分の取消願出について（県

許可分） 

日程第 16 議案第 29 号 農地法第５条の規定による所有権移転の許可申請について

（市許可分） 

日程第 17 議案第 30 号 農地法第５条の規定による所有権移転の許可申請について

（県許可分） 

日程第 18 議案第 31 号 農地法第５条の規定による貸借権等設定の許可申請につい

て（県許可分） 

日程第 19 議案第 32 号 現況確認証明申請について 

日程第 20 

 

議案第 33 号 令和８年度最適化活動の目標の設定等について 
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５．会議の概要 

 

（開会 午後１時４０分） 

 
議 長    只今より、令和８年３月定例総会を開会いたします。欠席通告者は、４番委員

であります。出席委員は、南相馬市農業委員会会議規則第５条により、定足数に

達しております。 

 

議 長    日程第１、「議事録署名委員の指名について」は、会議規則第２４条第２項の規

定により、議席番号１番委員、２番委員、３番委員を指名いたします。 
 
議 長    次に、日程第２、「諸般の報告」を行います。２月定例総会以降、特段の報告を

要する案件はございませんが、過日、小高区にてみらい農業学校の卒業式が行わ

れ、７名の卒業生がそれぞれの地で、営農活動を今後行うことになっております。

今年度は、新たに１３名の生徒が１年間学ぶと話を伺っております。以上です。 
 
議 長    次に、日程第３、報告第７号「専決処分の報告について」を議題といたします。

事務局からの報告を求めます。報告が６件ございますが、このうち専決第１号及

び第６号の２件については、趣旨が同じのため、一つにまとめた報告とし、また

専決第２号から第５号までの４件は、同じ地区に関するものですので、同じく一

つにまとめて報告をいただき、審議をお願いいたします。先ず、専決第１号及び

第６号について、事務局からの報告を求めます。 

 

事務局    報告第７号専決第１号についてご説明いたします。議案書の３ページから４ペ

ージになります。贈与税納税猶予及び不動産取得税徴収猶予制度の特例の適用を

引き続き受けようとする方に対して、農業経営継続証明書を交付した事案が、贈

与税納税猶予が４件、不動産取得税徴収猶予が４件、計５名分ございました。詳

細につきましては記載のとおりであり、令和８年２月１９日付けの専決でありま

す。 

続きまして、専決第６号についてご説明いたします。議案書の９ページから１

０ページになります。先ほど同様、贈与税納税猶予及び不動産取得税徴収猶予制

度の特例の適用を引き続き受けようとする方に対して、農業経営継続証明書を交

付した事案が、贈与税納税猶予が１件、不動産取得税徴収猶予が１件、計１名分

ございました。詳細につきましては記載のとおりであり、令和８年２月２７日付

けの専決であります。以上です。 

 
議 長    只今の報告に対しまして、質疑等があれば発言を願います。 
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       〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
 
議 長    ないようでありますので、報告のとおり承認することとします。次に、専決第

２号から第５号までについて、事務局からの報告を求めます。 

 
事務局    先ず、報告第７号専決第２号及び専決第３号についてご説明いたします。議案

書の５ページから６ページになります。農業経営基盤強化促進事業による所有権

移転申出が農地の出し手及び受け手の双方からございましたので、農業経営基盤

強化促進法第１６条第１項に基づく、南相馬市農用地利用関係調整手続規程第２

条により、農地の出し手及び受け手それぞれに対して、調整委員２名の指名を専

決いたしました。本件に係る結果につきましては、報告第８号にて報告いたしま

す。 

続きまして、専決第４号及び専決第５号についてご説明いたします。議案書の

７ページから８ページになります。先ほど同様となりますが、農業経営基盤強化

促進事業による所有権移転申出が農地の出し手及び受け手の双方からございま

したので、農業経営基盤強化促進法第１６条第１項に基づく、南相馬市農用地利

用関係調整手続規程第２条により、農地の出し手及び受け手それぞれに対して、

調整委員２名の指名を専決いたしました。本件に係る結果につきましては、報告

第９号にて報告いたします。以上です。 

 
議 長    只今の報告に対しまして、質疑等があれば発言を願います。 
 
       〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
 
議 長    ないようでありますので、報告のとおり承認することとします。 
 
議 長    次に、日程第４、報告第８号「農業経営基盤強化促進事業による所有権移転調

整会議の開催報告について」を議題といたします。調整委員主任の１３番委員か

らの報告を求めます。 

 

１３番委員  報告第８号についてご説明をいたします。議案書の１１ページになります。こ

の案件は、出し手から公社への売買と、公社から受け手への売買を同時に行った

ものです。去る３月５日の午前１０時より、南相馬市役所北庁舎２階打ち合わせ

スペース東側で、出し手１名、受け手１名、調整委員２名、事務局１名により開

催をいたしました。協議内容について説明をいたします。出し手から公社への売

買について申し上げます。出し手側から、田１０アール当たり４０万円の希望価
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格が提示されました。調整委員からも妥当であるとの意見があり、申し出のあっ

た農地について、田１０アール当たり４０万円で公社が購入することとなりまし

た。売買代金は１５１万４００円となり、公社手数料として１万５，０００円を

差し引き、支払い額は１４９万５，４００円となります。 

次に、公社から受け手への売買について申し上げます。公社側から、田１０ア

ール当たり４０万９，３２２円の価格が提示され、受け手側もこの金額で合意し、

売買代金は諸経費等を含め、１５４万５，５９９円となりました。なお、この件

は、議案第２１号の農用地利用集積等促進計画に載せてありますので、後ほど審

議方よろしくお願い申し上げます。以上です。 

 
議 長    只今の報告に対しまして、質疑等があれば発言を願います。 
 
       〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
 
議 長    ないようでありますので、報告のとおり承認することとします。 
 
議 長    次に、日程第５、報告第９号「農業経営基盤強化促進事業による所有権移転調

整会議の開催報告について」を議題といたします。調整委員主任の１３番委員か

らの報告を求めます。 

 

１３番委員  報告第９号についてご説明をいたします。議案書の１２ページになります。こ

の案件は、出し手から公社への売買と、公社から受け手への売買を同時に行った

ものです。去る３月５日の午前１０時３０分より、南相馬市役所北庁舎２階打ち

合わせスペース東側で、出し手１名、受け手１名、調整委員２名、事務局１名に

より開催をいたしました。協議内容について説明をいたします。出し手から公社

への売買について申し上げます。出し手側から、田１０アール当たり４０万円の

希望価格が提示されました。調整委員からも妥当であるとの意見があり、申し出

のあった農地について、田１０アール当たり４０万円で公社が購入することとな

りました。売買代金は２３９万２，４００円となり、公社手数料として２万４，

０００円を差し引き、支払い額は２３６万８，４００円となります。 

次に、公社から受け手への売買について申し上げます。公社側から、田１０ア

ール当たり４０万８，８２７円の価格が提示され、受け手側もこの金額で合意し、

売買代金は諸経費等を含め、２４４万５，１９３円となりました。なお、この件

は、議案第２１号の農用地利用集積等促進計画に載せてありますので、後ほど審

議方よろしくお願い申し上げます。以上です。 

 
議 長    只今の報告に対しまして、質疑等があれば発言を願います。 
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       〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
 
議 長    ないようでありますので、報告のとおり承認することとします。 
 
議 長    次に、日程第６、報告第１０号「農地法第１８条第６項の賃貸借の解約の通知

について」を議題といたします。事務局からの報告を求めます。 

 

事務局    報告第１０号についてご説明いたします。議案書の１３ページになります。今

回１件の案件がございますが、合意による解約ですので、県知事の許可を必要と

しないものとして手続きしましたことを報告いたします。詳細につきましては、

記載のとおりです。以上です。 

 

議 長    只今の報告に対しまして、質疑等があれば発言を願います。 
 
       〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
 
議 長    ないようでありますので、報告のとおり承認することとします。 

 

議 長    次に、日程第７、報告第１１号「違反転用事案の報告について」を議題といた

します。事務局からの報告を求めます。 
 

事務局    報告第１１号についてご説明をいたします。議案書の１４ページから１５ペー

ジ、整理番号１番から４番につきまして、土地の所在、違反転用の種類、発生年

月日等は記載のとおりでございます。先ず、整理番号１番ですが、令和３年７月

１６日付けで３年間の一時転用許可を受け、貸現場事務所用地として使用してお

りましたが、農地への復元及び一時転用の再申請を失念し、期間満了後も事業継

続しております。今般、農地の転用許可を受けて違反転用状態を是正するものと

なります。 
続きまして、整理番号２番ですが、昭和４３年頃に納屋を建築し、その後平成

１２年に住宅を増築した際、進入路を拡幅し使用しております。今般、土地調査

を行ったところ農地であることが判明したため、農地の転用許可を受けて違反転

用状態を是正するものです。 
続きまして、整理番号３番ですが、昭和５５年頃に住宅敷地として整備し使用

しておりました。その後、住宅の売買が行われましたが、譲受人は違反転用状態

のまま使用をしております。今般、土地調査を行ったところ農地であることが判

明したため、転用許可を受けて違反転用状態を是正するものとなります。 
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続きまして、整理番号４番ですが、平成２５年に住宅を建築した際、物置や庭

として整備し、現在も使用しております。土地調査を行ったところ農地であるこ

とが判明したため、転用許可を受けて違反転用状態を是正するものとなります。

以上です。 
 

議 長    只今の報告に対しまして、質疑等があれば発言を願います。 
 
       〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
 
議 長    ないようでありますので、報告のとおり承認することとします。 

 

議 長    次に、日程第８、議案第２１号「農用地利用集積等促進計画の決定について」

を議題といたします。提案者、農地集積課からの説明を求めます。 
 
農地集積課  議案第２１号について説明いたします。市が農用地利用集積等促進計画を定め

るにあたり、福島復興再生特別措置法第１７条の２８第３項の規定及び、農地中

間管理事業の推進に関する法律第１９条第３項の規定に基づき、農業委員会に対

して意見を求めるものです。議案書の１６ページから２３ページまでとなります。

対象地区は８地区で所有権移転が３件、利用権の設定が３４件、再転貸が２件と

なります。先ず、議案書の１７ページ、整理番号１番から３番につきましては、

原町区大甕地区における議案第８号及び９号に係る所有権の移転となります。 
続きまして、議案書の１８ページ、整理番号１番から４番につきましては、原

町区益田地区における担い手への集積による新規契約となります。同じく、議案

書の１８ページ、整理番号５番及び６番につきましては、原町区上太田地区にお

ける前契約の満了に伴う新規契約となります。 
続きまして、議案書の１９ページ、整理番号１番につきましては、原町区益田

地区における再転貸契約となります。 
続きまして、議案書２０ページから２２ページ、整理番号１番から２２番につ

きましては、鹿島区寺内地区における前契約の終了に伴う新契約となります。 
続きまして、議案書の２２ページ、整理番号２３番及び２４番につきましては、

鹿島区白坂地区における新規契約となります。同じく、議案書の２２ページ、整

理番号２５番から２８番につきましては、鹿島区永渡地区における新規契約とな

ります。 
続きまして、議案書の２３ページ、整理番号１番につきましては、鹿島区南屋

形地区における担い手の法人化に係る再転貸契約となります。いずれの案件も、

賃借料につきましては、貸し手借り手双方合意の上で決定しております。以上、

ご審議のほどよろしくお願いいたします。 
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議 長    只今の議案に対しまして、質疑等があれば発言を願います。 
 
       〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
 
議 長    ないようでありますので、原案のとおり決することとします。 
 
議 長    次に、日程第９、議案第２２号「南相馬農業振興地域整備計画の変更に係る意

見について」を議題といたします。提案者、農地集積課からの説明を求めます。 
 
農地集積課  議案第２２号について説明いたします。議案書の２４ページから３７ページに

なります。この案件につきましては、南相馬市全地区におきまして、平成２９年

度に農業振興地域整備計画の総合見直しを実施いたしましたが、その後、農業振

興地域内の対象地に相違のあることが判明し、是正が必要になったことから、農

業委員会の意見を求めるものでございます。同様の案件を本年度４月にも提出を

しております。今回の対象地は、５２８筆、４５万６，１５９．３０平方メート

ルとなります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 
 
議 長    只今の議案に対しまして、質疑等があれば発言を願います。 
 
       〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
 
議 長    ないようでありますので、原案のとおり決することとします。 
 
議 長    次に、日程第１０、議案第２３号「農地法第３条の規定による許可申請に係る

買受適格証明願について」を議題といたします。事務局からの説明を求めます。 
 
事務局    議案第２３号についてご説明いたします。議案書の３８ページになります。今

回２件の競売物件があり、全て農地法第３条に関する申請となります。買受適格

証明についてですが、農地の競売、公売に参加する際、農地を取得できない者が

最高価格の買受人になるのを未然に防止するために、買受適格証明書が必要にな

ります。適格者の承認を受けた方が、競売で落札した場合については、改めて農

地法の許可申請を行い、許可指令書を裁判所に提出した場合のみ、正式に落札し

た農地の権利移動がされることとなっております。今回の買受適格証明願の段階

で農地法第３条の許可基準で審議しておりますので、改めて許可申請を行った場

合については、当初の証明書交付時の内容と異なっていると認めた時以外、つま

りは同じだった場合は、会長専決によりまして指令書を交付してよいかについて
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も併せてご審議いただきたいと思います。なお、今回調査を依頼した地区担当農

業委員からは、許可要件を満たしているとの報告がございましたので、ご審議方

よろしくお願いいたします。以上です。 
 
議 長    続きまして、今回の現地調査委員から補足説明があれば、発言を願います。 

 

１６番委員  この耕作者については、もともと親戚関係がありまして、この農地については、

利用権を設定する前から、耕作をしていることを聞き取りしましたので、付け加

えさせていただきます。以上です。 

 

議 長    それでは、只今の議案に対しまして、質疑等があれば発言を願います。 

 

１５番委員  裁判所の競売物件の所有権移転の手続きについて、もう少し詳しく説明を願い

たいのですが。 

 

事務局    農地に関わる競売案件が発生した場合について説明いたします。先ず、裁判所

の方から、競売に関わる通知、公告がなされます。そちらを受け取りまして、競

売に参加したい方が、農地を求めるような格好となるのですが、農地を農地とし

て使う場合、当然のように農地法第３条の要件を満たさないと、農地の所有権移

転はできません。ですので、競売に参加する前に予め農地法第３条の要件を満た

すかどうかを、農地を所管する農業委員会に願い出て、その要件を満たしている

旨の証明を取得する手続きがございます。なお、今申し上げたのが買受適格証明

という制度でございまして、この証明を受けた者が競売に参加することができま

す。競売に参加した後、買受適格証明を受けた者が、改めて最高入札額で落札し

た場合、再度農地法第３条の手続きに入るわけでございますが、農地法第３条の

申請は、買受適格証明願の時点で審査をしているわけでございますので、改めて

議案として諮るわけではなく、専決処分とする流れとなっております。以上です。 

 

１５番委員  抵当権設定が付いている農地について、抵当権が実行された場合の権利関係の

部分でも、やはり似たような形になるのでしょうか。 

 

事務局    抵当権が履行された場合でございますが、裁判所への申し立てという手続きが

入りますので、今回のような形で裁判所からの競売扱いとなり、それに対して農

業委員会からの買受適格証明の交付という手続きになります。なお、農地から別

な地目に移転する場合、農地法第５条を想定する場合についても、同様に買受適

格証明の手続きが発生いたします。以上でございます。 
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１５番委員  大変勉強になりました。ありがとうございました。 
 
議 長    そのほか何かございますか。 

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 

議 長    ないようでありますので、原案のとおり決することといたします。 

 
議 長    次に、日程第１１、議案第２４号「農地法第３条の規定による所有権移転の許

可申請について」を議題といたします。なお、この議案には議事参与の制限に該

当する案件が２件ありまして、該当案件ごとに審議をいたします。円滑な議事の

進行にご協力をお願いいたします。先ず、申請番号１番を審議いたします。農業

委員会法第３１条の規定により、１５番委員にはこの間退席をお願いいたします。

暫時休議します。 
 

（休議） 
 
議 長    再開します。事務局から申請番号１番の説明を求めます。 
 
事務局    議案第２４号申請番号１番についてご説明いたします。議案書の３９ページに

なります。調査担当委員からは、許可要件を満たしているとの報告がありました。

以上です。 
 
議 長    続きまして、今回の現地調査委員から補足説明があれば、発言を願います。 

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 

議 長    それでは、只今の議案に対しまして、質疑等があれば発言を願います。 
 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 

議 長    ないようでありますので、原案のとおり決することといたします。１５番委員

の復席を許します。暫時休議します。 
 
      （休議） 
 
議 長    再開します。次に、申請番号５番を審議いたします。同じく、９番委員にはこ
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の間退席を願います。暫時休議します。 
 

（休議） 
 
議 長    再開します。事務局から申請番号５番の説明を求めます。 
 
事務局    議案第２４号申請番号５番についてご説明いたします。議案書の４０ページに

なります。調査担当委員からは、許可要件を満たしているとの報告がありました。

以上です。 
 
議 長    続きまして、今回の現地調査委員から補足説明があれば、発言を願います。 

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 

議 長    それでは、只今の議案に対しまして、質疑等があれば発言を願います。 
 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 

議 長    ないようでありますので、原案のとおり決することといたします。９番委員の

復席を許します。暫時休議します。 
 
      （休議） 
 
議 長    再開します。それでは、残り全部について審議をいたします。事務局からの説

明を求めます。 
 
事務局    議案第２４号の残りの案件についてご説明いたします。議案書の３９ページか

ら４３ページになります。申請番号２番から１３番について、詳細は記載のとお

りです。調査担当委員からは、これらの案件について許可要件を満たしていると

の報告がありました。以上です。 
 
議 長    続きまして、今回の現地調査委員から補足説明があれば、発言を願います。ま

た、事務局で、欠席の４番委員から補足説明を受けていれば、報告を願います。 

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 

議 長    それでは、只今の議案に対しまして、質疑等があれば発言を願います。 
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 

議 長    ないようでありますので、原案のとおり決することといたします。 
 
議 長    次に、日程第１２、議案第２５号「農地法第３条の規定による貸借権等設定の

許可申請について」を議題といたします。事務局からの説明を求めます。 
 
事務局    議案第２５号についてご説明いたします。議案書の４４ページになります。 

申請番号１番について、詳細は記載のとおりです。調査担当委員からは、許可要

件を満たしているとの報告がありました。以上です。 
 
議 長    続きまして、今回の現地調査担当の４番委員が欠席のため、事務局で補足説明

を受けていれば、報告を願います。 

 

事務局    特段補足説明はございません。 
 

議 長    それでは、只今の議案に対しまして、質疑等があれば発言を願います。 

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 

議 長    ないようでありますので、原案のとおり決することといたします。 
 
議 長    次に、日程第１３、議案第２６号「農地法第４条の規定による許可申請につい

て（市許可分）」を議題といたします。事務局からの説明を求めます。 
 

事務局    議案第２６号についてご説明いたします。議案書の４５ページから４６ページ、

申請番号１番から４番について、土地の所在、地番、地目、面積、申請人、転用

目的は記載の通りです。申請番号２番及び４番につきましては、報告第１１号の

関連であり、違反の追認を得るための案件となります。このうち、申請番号２番

については、一時転用期間満了後も農地復元されていない事案であり、違反の発

生しました令和６年７月１６日から３年間の許可を受けるものとなっておりま

す。以上です。 
 

議 長    続きまして、今回の現地調査委員から報告を願います。申請番号１番について、

７番委員。 
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７番委員   議案第２６号申請番号１番について、現地調査の結果を報告いたします。現地

案内図は１ページです。申請内容は記載のとおりです。去る３月５日午前９時３

０分より、代理人行政書士立ち会いのもと、現地調査を行いました。調査書の調

査項目に基づき、代理人行政書士からの聞き取り、また現地の状況等を調査しま

した結果、立地基準、一般基準ともに満たしていると判断いたしました。皆様の

ご審議をよろしくお願いいたします。以上です。 

 

議 長    続きまして、申請番号２番について、６番委員。 

 

６番委員   議案第２６号申請番号２番について、現地調査の結果を申し上げます。この案

件は、報告第１１号整理番号１番の関連であり、申請内容は記載のとおりとなっ

ております。現地案内図は２ページになります。去る３月９日午後２時頃より、

代理人行政書士立ち会いのもと、現地調査を行いました。調査書の調査項目に基

づき、代理人行政書士からの聞き取り、また現地の状況等を調査しました結果、

立地基準、一般基準ともに満たしていると判断しました。皆様のご審議をよろし

くお願いいたします。以上です。 
 
議 長    続きまして、申請番号３番について、８番委員。 

 

８番委員   議案第２６号申請番号３番について、現地調査の結果を報告いたします。現地

案内図は３ページです。去る３月６日午前１１時頃より、代理人行政書士立ち会

いのもと、現地調査を行いました。調査書の調査項目に基づき、代理人行政書士

からの聞き取り、また現地の状況等を調査しました結果、立地基準、一般基準と

もに満たしていると判断しました。皆様のご審議をよろしくお願いいたします。

以上です。 
 
議 長    続きまして、申請番号４番について、１１番委員。 

 

１１番委員  議案第２６号申請番号４番について、現地調査の結果を報告いたします。現地

案内図は４ページです。申請内容は記載のとおりです。去る３月９日午前１０時

頃より、代理人行政書士立ち会いのもと、現地調査を行いました。調査書の調査

項目に基づき、代理人行政書士からの聞き取り、また現地の状況等を調査しまし

た結果、立地基準、一般基準ともに満たしていると判断しました。皆様のご審議

をよろしくお願いいたします。以上です。 
 
議 長    それでは、只今の議案に対しまして、質疑等があれば発言を願います。 
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 
議 長    ないようでありますので、原案のとおり決することといたします。 
 

議 長    次に、日程第１４、議案第２７号「農地法第５条の規定による許可申請の取下

願出について（県許可分）」を議題といたします。事務局からの説明を求めます。 
 

事務局    議案第２７号についてご説明いたします。議案書の４７ページ、申請番号１番

について、当事者の住所氏名、土地の所在、取り下げをする理由は記載の通りで

す。みちのく鹿島球場のサブグラウンド用地として使用する目的で、令和６年１

０月農業委員会定例総会に上程され、許可相当であると議決され、県で審査中の

案件となっております。今般、審査の過程で、農地法施行規則第２９条第７号に

規定する許可不要事業に該当することが判明したため、申請の取り下げをするも

のです。なお、農地法施行規則第２９条第７号は、地方公共団体が設置する施設

で、土地収用法第３条の各号に掲げるものの敷地に供するものが該当いたします。

以上です。 
 

議 長    それでは、只今の議案に対しまして、質疑等があれば発言を願います。 
 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 
議 長    ないようでありますので、原案のとおり決することといたします。 
 

議 長    次に、日程第１５、議案第２８号「農地法第５条の規定による許可処分の取消

願出について（県許可分）」を議題といたします。なお、この議案には議事参与の

制限に該当する案件がありますので、農業委員会法第３１条の規定により、２番

委員には、この間退席を願います。暫時休議します。 
 

（休議） 
 
議 長    再開します。事務局からの説明を求めます。 
 

事務局    議案第２８号についてご説明いたします。議案書の４８ページ、申請番号 1番
について、当事者の住所氏名、土地の所在、取り消しをする理由は記載の通りで

す。太陽光発電施設を設置する目的で令和６年１１月に転用許可を受けましたが、

事業は未実施の状況です。パネルの位置を変更するにあたり、工事負担金の倍増

や、工期の延長に伴い売電単価の減額等、収支の観点から事業を断念することと
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なり、許可の取り消しをするものとなります。以上です。 
 

議 長    それでは、只今の議案に対しまして、質疑等があれば発言を願います。 
 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 
議 長    ないようでありますので、原案のとおり決することといたします。２番委員の

復席を許します。暫時休議します。 
 
      （休議） 
 
議 長    再開します。次に、日程第１６、議案第２９号「農地法第５条の規定による許

可申請について（市許可分）」を議題といたします。事務局からの説明を求めま

す。 
 

事務局    議案第２９号についてご説明いたします。議案書の４９ページから５０ページ、

申請番号１番から４番につきまして、土地の所在、地番、地目、面積、申請人、

転用目的は記載のとおりです。申請番号１番及び３番につきましては、報告第１

１号の関連であり、違反の追認を得るための案件となっております。以上です。 
 

議 長    続きまして、今回の現地調査委員から報告を願います。先ず、申請番号１番に

ついて、現地調査委員の４番委員が欠席のため、事務局から報告を願います。 

 

事務局    議案第２９号申請番号１番について、現地調査の結果を報告いたします。現地

案内図は５ページのとおりです。去る３月６日午前９時３０分頃より、譲受人及

び代理人行政書士立ち会いのもと、現地調査を行いました。調査書の調査項目に

基づきまして、譲受人及び代理人行政書士からの聞き取り、また現地の状況等を

調査いたしました結果、立地基準、一般基準ともに許可要件を満たしていると判

断をいたしました。以上報告いたします。 

 

議 長    続きまして、申請番号２番について、１６番委員。 

 

１６番委員  議案第２９号申請番号２番について、現地調査の結果を報告いたします。現地

案内図は６ページになります。去る３月５日午後１時５０分頃より、代理人行政

書士立ち会いのもと、現地調査を行いました。申請事由は記載のとおりです。調

査書の調査項目に基づき、代理人行政書士から聞き取りを行いました。現地調査

の結果、立地基準、一般基準ともに満たしていると判断いたしました。皆様のご
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審議をよろしくお願いいたします。以上です。 
 

議 長    続きまして、申請番号３番について、８番委員。 

 

８番委員   議案第２９号申請番号３番について、現地調査の結果を報告いたします。現地

案内図は７ページになります。去る３月６日午前１０時３０分頃より、代理人行

政書士立ち会いのもと、現地調査を行いました。調査書の調査項目に基づき、代

理人行政書士からの聞き取り、また現地の状況等を調査しました結果、立地基準、

一般基準ともに満たしていると判断しました。皆様のご審議をよろしくお願いい

たします。以上です。 
 

議 長    続きまして、申請番号４番について、３番委員。 

 

３番委員   議案第２９号申請番号４番について、現地調査の結果を報告いたします。現地

案内図は８ページになります。申請内容は記載のとおりです。去る３月１３日午

前１０時頃より、代理人行政書士立ち会いのもと、現地調査を行いました。調査

書の調査項目に基づき、代理人行政書士からの聞き取り、また現地の状況等を調

査しました結果、立地基準、一般基準ともに満たしていると判断しました。皆様

のご審議をよろしくお願いいたします。以上です。 
 

議 長    それでは、只今の議案に対しまして、質疑等があれば発言を願います。 
 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 
議 長    ないようでありますので、原案のとおり決することといたします。 
 

議 長    次に、日程第１７、議案第３０号「農地法第５条の規定による所有権移転の許

可申請について（県許可分）」を議題といたします。事務局からの説明を求めま

す。 
 

事務局    議案第３０号についてご説明いたします。議案書の５１ページ、申請番号１番

について、土地の所在、地番、地目、面積、申請人、転用目的は記載のとおりで

す。第２種農地に太陽光発電施設を設置するための転用申請となっております。

以上です。 
 

議 長    続きまして、今回の現地調査委員から報告を願います。申請番号１番について、

１２番委員。 
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１２番委員  議案第３０号申請番号１番について、現地調査の結果を報告いたします。申請

内容は記載のとおりです。現地案内図は９ページになります。去る３月１２日午

前９時頃より、代理人行政書士立ち会いのもと、現地調査を行いました。調査書

の調査項目に基づき、代理人行政書士からの聞き取り、また現地の状況等を調査

しました結果、立地基準、一般基準ともに許可基準を満たしていると判断しまし

た。皆様のご審議をよろしくお願いいたします。以上です。 
 

議 長    それでは、只今の議案に対しまして、質疑等があれば発言を願います。 
 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 
議 長    ないようでありますので、原案のとおり許可相当として県知事に意見を送付す

ることといたします。 
 

議 長    次に、日程第１８、議案第３１号「農地法第５条の規定による貸借権等設定の

許可申請について（県許可分）」を議題といたします。事務局からの説明を求めま

す。 

 

事務局    議案第３１号についてご説明いたします。議案書の５２ページから５３ページ、

申請番号１番から４番につきまして、土地の所在、地番、地目、面積、申請人、

転用目的は記載のとおりです。いずれの案件とも、同一事業者による申請であり、

第２種農地に太陽光発電施設を設置するための転用申請となっております。以上

です。 
 

議 長    続きまして、今回の現地調査委員から報告を願います。申請番号１番、２番、

３番について、１番委員。 

 

１番委員   先ず、申請番号１番につきまして、現地調査を行ってきましたので、ご報告い

たします。現地案内図は１０ページです。去る３月１２日午後１時頃より、代理

人行政書士立ち会いのもと、現地調査を行いました。調査書の調査項目に基づき、

代理人行政書士からの聞き取り、また現地の状況等を調査しました結果、立地基

準、一般基準ともに満たしていると判断いたしました。 
続きまして、申請番号２番につきましてご報告させていただきます。現地案内

図は１０ページであります。去る３月１２日午後１時１５分より、代理人行政書

士立ち会いのもと、現地調査を行いました。調査書の調査項目に基づき、代理人

行政書士からの聞き取り、また現地の状況等を調査しました結果、立地基準、一
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般基準ともに満たしていると判断いたしました。 
続きまして、申請番号３番につきましてご報告させていただきます。現地案内

図は１０ページです。去る３月１２日午後１時３０分より、代理人行政書士立ち

会いのもと、現地調査を行いました。調査書の調査項目に基づき、代理人行政書

士からの聞き取り、また現地の状況等を調査しました結果、立地基準、一般基準

ともに満たしていると判断いたしました。皆様方のご審議のほどよろしくお願い

します。以上です。 
 

議 長    続きまして、申請番号２番について、１２番委員。 

 

１２番委員  議案第３１号申請番号４番について、現地調査の結果を報告いたします。申請

内容につきましては記載のとおりです。なお、現地案内図は１１ページになりま

す。去る３月１２日午前９時４０分頃より、申請者の代理人である行政書士とと

もに、現地立会調査を実施いたしました。調査書の調査項目に基づき、代理人行

政書士からの聞き取り、また現地の状況等を調査しました結果、立地基準、一般

基準ともに許可基準を満たしていると判断いたしました。皆様のご審議をよろし

くお願いいたします。 

 

議 長    それでは、只今の議案に対しまして、質疑等があれば発言を願います。 
 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 
議 長    ないようでありますので、原案のとおり許可相当として県知事に意見を送付す

ることといたします。 
 

議 長    次に、日程第１９、議案第３２号「現況確認証明申請について」を議題といた

します。事務局からの説明を求めます。 
 
事務局    議案第３２号についてご説明いたします。議案書の５４ページ、申請番号１番

及び２番につきまして、土地の所在、地番、面積、判定地目は記載のとおりです。

申請のありました土地５筆を全て非農地と判断いたしました。この件につきまし

ては、担当委員に現地調査を依頼しておりますので、ご報告をお願いいたします。

以上です。 
 
議 長    続きまして、申請番号１番及び２番について、現地調査委員を代表しまして、

１番委員から報告を願います。 
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１番委員   議案第３２号申請番号１番及び２番について、現地調査の結果を報告いたしま

す。去る３月６日午後１時３０分より、農業委員２名、農地利用最適化推進委員

１名、事務局１名、合計４名で現地調査を行いました。先ず、申請番号１番につ

いて報告いたします。現地案内図は１２ページです。木々が生い茂っており、農

地として再生が困難であることから、非農地と判断いたしました。 
続きまして、申請番号２番について報告いたします。現地案内図は１３ページ

です。こちらも木々が生い茂っており、農地として再生が困難であることから、

非農地と判断いたしました。以上２件につきまして、皆様のご審議をよろしくお

願いいたします。以上です。 
 
議 長    それでは、只今の議案に対しまして、質疑等があれば発言を願います。 
 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 
議 長    ないようでありますので、原案のとおり決することといたします。 
 
議 長    次に、日程第２０、議案第３３号「令和８年度最適化活動の目標の設定等につ

いて」を議題といたします。事務局からの説明を求めます。 
 
事務局    議案第３３号についてご説明をいたします。当日配付議案書の１ページから４

ページでございます。先ず、この議案につきましては、農業委員会等に関する法

律の規定がございまして、令和４年度から毎年度、農地等の利用の最適化活動の

目標を設定しております。最適化活動の実施状況及び目標の達成状況につきまし

て点検、評価を行いまして、結果を公表するとともに、県知事に報告することと

されたことから、議案書に記載のとおり、目標の設定等について提案するもので

ございます。議案書の網掛け部分につきましては、過年度分としての暫定値の数

字を載せております。具体的に申しますと、耕地面積は３月下旬に農林水産省よ

り公表されますので、本日の定例総会の議案には暫定値で提出しております。こ

の暫定値の取り扱いについては、４月以降に確定された数字でもって、農業委員

の皆様にご報告をいたしますので、よろしくお願いいたします。 
次に、現時点での主な取り組み目標の内容につきまして、ご説明いたします。

議案書３ページ、直近の利用状況調査により判明した遊休農地の状況につきまし

て、１号遊休農地は１，３２６ヘクタールとなります。なお、解消目標面積は目

標欄に記載されております。令和３年度の遊休農地面積の５分の１を記入するこ

ととなっております。よって、昨年同様３８３ヘクタールとしております。 
次に、４ページ目をご覧ください。最適化活動の活動目標がございます。１か

月当たり６日で設定をしておりますので、今後とも委員皆様のご協力をお願い申
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し上げるものでございます。そのほか、記載のとおりとなります。暫定数字の記

載もございますが、改めて４月に確定版をご報告させていただくことを前提とし

て、ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。以上でございます。 
 
議 長    それでは、只今の議案に対しまして、質疑等があれば発言を願います。 
 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 
議 長    ないようでありますので、原案のとおり決することといたします。 
 
議 長    以上で、本日予定いたしました報告５件及び議案１３件、合わせて１８件の審

議を全て終了いたしました。これをもちまして、本日の３月定例総会を閉会とい

たします。各委員の皆様、大変お疲れ様でございました。 
 

（閉会 午後２時４８分） 
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